
 

アフィリエイトプログラムに関する広告主向け利用規約 
 
第1条 （趣旨） 
アフィリエイトプログラムに関する広告主向け利用規約（以下、「本規約」といいます。）
は、HIRED株式会社（以下、「当社」といいます。）が提供するアフェリエイトプログラム（以
下、「本プログラム」といいます。）について、第２条に定義される「広告主」と当社との間
の契約条件を規定するものです。 
 
第2条 （アフィリエイトプログラムに関する契約の成立） 
1. 本プログラムを利用し、メディアに広告を出稿する者（以下、「広告主」といいます。）

による当社に対する本プログラムへの申込みは、当社の定める様式の申込書（以下、「申
込書」といいます。）を用いてこれを行うものとします。 

2. 前項に基づく本プログラムへの申込みに対して、当社が承諾の意思表示をしたときに、本
規約と申込書を契約内容とするアフィリエイトプログラムに関する契約（以下、「アフィ
リエイトプログラム契約」といいます。）が成立するものとします。 

 
第3条 （表明保証事項） 
1. 広告主は、本規約に基づく契約が継続している間は、別紙「表明保証事項」に記載してい

る状況が継続することを保証いたします。 
2. 当社は、広告主が、別紙「表明保証事項」のいずれかに違反していると合理的に判断した

場合、広告主に対してなんらの通知、催告を要せず、また自己の債務の履行の提供をせず
に直ちに、契約の全部または一部を解除することができるものとします。 

 
第4条 （競合調整の不実施） 
当社は、広告主と別途合意した場合を除き、広告掲載に関する競合調整は一切行わないものと
します。ここで「競合調整」とは、類似商品・サービスに関する複数の広告が同一時期に掲載
されないこと等を目的に掲載時期等の調整を行うことを意味します。 
 
第5条 （アフィリエイトサイト運営者との提携の成立と解除） 
1. 広告主は、アフィリエイトサイトでの広告掲載を希望する場合には、アフィリエイトサイ

ト運営者に対し、管理画面（本プログラムの一部として当社が提供し、広告主が利用でき
る、本プログラムを利用する上で必要な情報の確認等を行うことが出来る画面のことをい
います。）において、広告の内容、掲載方法、報酬発生の条件等（但し、アフィリエイト
サイト運営者に支払われる報酬金額は当社とアフィリエイトサイト運営者との間で決定す
るので含まれません。）を開示処理することとします。 

2. 前項の開示処理後、アフィリエイトサイト運営者からの申し込みを管理画面にて広告主が
受諾処理した時点で、当社、広告主及びアフィリエイトサイト運営者の間で当該広告掲載
に関する提携が成立するものとします。なお、提携が成立した場合でも、アフィリエイト
プログラム契約は、当社と広告主との間および当社とアフィリエイトサイト運営者との間
にそれぞれ成立するものであり、広告主とアフィリエイトサイト運営者との間には直接の
契約関係が生じるわけではありません。 

3. 本条第２項に基づく提携の成立後であっても、広告主及びアフィリエイトサイト運営者
は、自己の責任に基づいて提携の解除の判断を独自に行えるものとし、当社および相手方
に通知をすることで提携の解除を行うことができるものとします。 

4. 本条に定める広告主とアフィリエイトサイト運営者との提携が成立し、かつ広告主が提示
した報酬発生条件の達成事実の承諾（以下、「報酬の承認」といいます。）がなされたこ
とに基づいて発生する広告主からアフィリエイトサイト運営者への報酬（消費税相当額を
含む。以下同じ。）の支払いについては、当社が第6条に則って、広告主に対し請求し、
アフィリエイトサイト運営者への支払いを当社が代行するものとします。 

5. アフィリエイトサイト運営者に対する当社の報酬支払義務が消滅した場合は、当社が広告
主からアフィリエイトサイト運営者に支払うべき報酬を受領している場合であっても、当
社は広告主に対する当該報酬の返還義務を負わないものとします。 
 

第6条 （報酬の支払い） 



 

1. 広告主は、当社に対して、申込書記載の料金（アフィリエイトサイト運営者に支払われる
報酬も含めた費用の全額を指します。以下、「報酬」といます。）を本条に従い支払うも
のとします。 

2. 報酬について、広告主とアフィリエイトサイト運営者との間で直接の連絡を行うことは禁
止します。 

3. 報酬については、エンドユーザーが、当該アフィリエイトサイトに掲載された広告経由で
報酬発生条件を満たすアクションを行った日の報酬発生条件に基づいて計算されるものと
します。 

4. 広告主は、広告主による本規約違反またはアフィリエイトサイト運営者によるアフィリエ
イトサイト運営者利用規約違反が行われた場合 、本規約およびアフィリエイトサイト運
営者利用規約に従い、当社が、アフィリエイトサイト運営者への報酬の支払い留保、拒絶
を行うことがありえることに同意するものとします。 

5. 広告主から当社への報酬の支払方法は別途、申込書に定める方法によるものとします。 
6. 広告主は、トラッキングの有効期間が、アフィリエイトサイトに掲載された広告がエンド

ユーザーによりクリック等の操作がなされた日を起算日として６０日が経過した時点で終
了することに同意するものとします。 広告主が当該有効期間の変更を希望する場合、当
社所定の手続きによるものとします。 

7. 広告主は、エンドユーザー（アフィリエイトサイトに掲載された広告についてクリック等
の操作を行ったエンドユーザーを指す。）が前項のトラッキングの有効期間中に報酬発生
条件を満たすアクションを行った場合には、当該アフィリエイトサイトに掲載された広告
経由でエンドユーザーが報酬発生の条件を満たすアクションを行ったか否かに関わらず、
報酬の支払い対象とすることを了承します。 

8. 広告主が当社に対する支払いを遅延した場合、年１４．６％の遅延損害金の支払義務が発
生します。 

 
第7条 （広告主の義務） 
1. 広告主は、アフィリエイトサイト運営者に提供した広告等の情報の削除・変更を希望する

場合、広告主の責任により、管理画面に反映する方法によって、当該広告に関係するア
フィリエイトサイト運営者に対して要請をなすものとします。当該要請が不適切もしくは
不十分であったとしても、当社は何らの責任も負わず、一切の責任は広告主が負うものと
します。 

2. 広告主は、報酬発生の条件に基づいて、忠実かつ正確に管理画面にて報酬の承認および承
認拒否の作業を行わなければならないものとします。ここで、報酬の承認とは、エンド
ユーザーが、アフィリエイトサイトに掲載された広告経由で報酬発生条件を満たすアク
ションを行ったことにより、アフィリエイトサイト運営者への報酬支払義務が発生したこ
とについての管理画面上の承認依頼に対する承諾のことをいいます。 

3. 前項の義務に反して広告主が虚偽の注文承認作業を行った場合、広告主は、本来支払うべ
きであった報酬、当該虚偽注文作業の調査に要した費用（人件費、交通費、訴訟等の裁判
手続きを行った場合の費用（弁護士費用を含む。）等を指す）の支払義務を負うこととし
ます。 

4. 広告主は、管理画面において、報酬の承認作業および提携承認作業（第５条２項の受託処
理を指します。）を少なくとも１週間に１度行わなければならないものとします。また、
管理画面上で個別の報酬の承認依頼が表示されたたにもかかわらず、表示日から４５日以
内に報酬の承認作業がなされない場合には、広告主が当該依頼を承認したものとみなし、
広告主は当該承認による報酬の支払義務を負うものとします 

5. 広告主は、アフィリエイトプログラム契約が終了するまでの間、報酬の承認作業（承認拒
否作業を含む。）を行った根拠となるデータを保管しなければならないものとします。 

6. 広告主は、当社より承認拒否の正当性の説明を求める等の合理的な事由に基づき前項の
データの提示を求められた場合、当社に対して当該データを提示し、内容を説明しなけれ
ばならないものとします。 

7. 広告主は、自己の責任において本プログラムにかかるログインＩＤおよびパスワードを管
理し、自己のログインＩＤおよびパスワードが不正に利用されたと認知した場合は、遅滞
なく当社に連絡しなければならないものとします。 

8. 広告主は、自己のログインＩＤを、第三者に開示してはならないものとします。 



 

9. 広告主はアフィリエイトサイトにおける広告掲載の成果が当社によって保証されるもので
はないことを予め了承し、自らの責任において提携するアフィリエイトサイトを選択決定
することとします。 

10. 広告主は、本プログラムを利用して掲載された広告からの遷移先である広告主サイトの一
部もしくは全部のページへのアクセスが中断、停止される可能性を認識した場合、当該中
断もしくは停止について、事前に当社および提携先のアフィリエイトサイト運営者に通知
するものとします。 

11. 広告主は、アフィリエイトサイトの内容の削除・変更等を希望する場合、当社を介してア
フィリエイトサイト運営者に対して連絡・要請するものとします。なお、当社は、当該連
絡・要請により当該アフィリエイトサイト運営者が内容の削除・変更等を行うことを保証
しないものとします。 

12. 本プログラムの報酬発生条件の成否を確認するために、第三者の開発したトラッキングシ
ステムの使用が必要となる場合、広告主の費用と責任において、必要な措置を講じるもの
とします。また、広告主は、当該第三者のトラッキングシステムに起因して当社に損害が
発生した場合、その損害を賠償するものとします。 
 

第8条 （禁止事項） 
1. 広告主は、当社の書面による同意なしに、アフィリエイトサイト運営者に対して広告掲載

等に関する個別の契約の締結を直接に勧誘または強要してはならないものとします。 
2. 広告主が前項に違反してアフィリエイトサイト運営者と個別に契約を締結したことが発覚

した場合、広告主は、当社に対して、当該契約により広告主が当該アフィリエイトサイト
運営者に支払う報酬の１年分相当の違約金の支払義務を負うものとします。 

3. 広告主は、アフィリエイトサイト運営者に対して、意図的に広告主の商品やサービスを賞
賛する内容を指定して記事を書かせたり、ランキング形式の記事内での根拠のない掲載順
位を指定してはならないものとします。 
 

第9条 （反社会的勢力の排除） 
広告主と当社は、暴力団等反社会的勢力と資本・資金上の関係が無く、名目を問わず資金提供
その他の取引を行っておらず、それらの者を役員に選任し、又は従業員として雇用などしてい
ないことを、相手方に表明し保証するものとします。 
 
第10条 （解除） 
1. 広告主が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は広告主への通知又は催告その他何ら

の手続を要することなく、本プログラムの全部若しくは一部につき履行を停止し、又はア
フィリエイトプログラム契約の全部若しくは一部を解除し、当社に生じた損害の賠償請求
ができるものとします。 
1 本規約又は当社との他の契約に違反し、当社の催告にもかかわらず速やかにこれを履

行しないとき 
2 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分若しくは営業免許停止・

取消などの行政処分を受けたとき、又は破産、民事再生、会社更生等の法的倒産手続
若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形若しくは小切手を不渡りにしたと
き、その他広告主の財政状態が悪化したと当社が判断したとき 

3 広告主又は広告主の代理人、代表者若しくは従業員等が法令等に違反した場合で、広
告主から委託を受けた広告掲載を継続することが当社又はアフィリエイトサイト運営
者の利益又は信用を阻害するおそれがあると当社が判断したとき 

4 広告主又は広告主の代理人、代表者若しくは従業員等が当社、その関連会社若しくは
これらの代表者又は広告業界の信用を毀損したとき、又はそのおそれがあると当社が
判断したとき 

5 広告の記載内容の全部若しくは一部が法令等に違反し若しくは違反するおそれがある
とき、又は表明保証事項に抵触しているとき 

6 第３条の表明保証に違反したとき 
7 広告主がその事業を停止したとき 

2. 広告主が前項の各号のいずれかに該当した場合、広告主が当社に対して負担する一切の債
務（本プログラムに基づく債務に限られません。）に関する期限の利益は直ちに喪失する



 

ものとします。 
 
第11条 （第三者への対応） 
第三者から当社に対して広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主
は、自らの責任と負担において第三者に対応し、これを解決するものとします。また、広告主
は、当社が当該第三者との関係で負担した損害を補償するものとします。但し、当該損害が当
社の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。 
 
第12条 （免責） 
1. 停電、通信回線の事故、天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネット・イン

フラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンス保守点検の発生など、当
社の責に帰すべき事由以外の原因により当社が申込みに基づく全て又は一部を履行できな
かった場合には、当社は当該不履行の責を問われないものとします。但し、当社の故意又
は重過失による場合はこの限りではありません。 

2. 当社は、本プログラムの利用により発生した広告主の損害については、一切の賠償の責を
負わないものとします。ただし、損害発生の直接原因となる事由に関して、当社の故意ま
たは重過失に起因する場合は除くものとします。 

3. 当社が広告主に損害賠償義務を負う場合でも、当社による賠償額は、債務不履行、契約不
適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、本プログラムに基づ
いて当社が広告主より支払いを受けた報酬金額（但し、アフィリエイトサイト運営者に支
払われた金額を除く。）を上限とします。 
 

第13条 （譲渡禁止） 
広告主は、本規約に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に対
して譲渡、担保提供その他の処分を行わないものとします。 
 
第14条 （機密情報及び個人情報の保持） 
1. 当社は、機密情報を業務遂行のために必要な範囲に限り、自社の役員、従業員、弁護士若

しくは税理士等の経営協力者に開示できるものとし、それ以外の第三者に対しては、広告
主の事前の書面による承諾なく、開示及び漏洩せず、かつ、当社のサービスを提供する以
外の目的で利用しません。 

2.  広告主と当社は、業務上必要な範囲内でのみ委託先に機密情報及び個人情報を取り扱う業
務の全部又は一部を委託することができるものとし、その場合、本条における当社の義務
と同等の義務を当該委託先にも負わせるものとします。なお、当該委託先の本規約違反は
当社の違反とみなされ、当社はその違反に関して最終の責任を負うものとします。 

3. 広告主と当社は、個人情報を機密として厳重かつ適正に取り扱うものとし、相手方の事前
の同意を得た場合を除き、第三者に開示又は漏洩しないものとします。 

4. 広告主による個人情報の使用及び管理に関し、第三者から、当社に対して訴訟提起及びそ
の他のクレームがなされた場合、かかるクレームや訴訟に対して、当社の故意又は過失に
より発生した場合を除き、広告主の責任と費用でこれを解決するものとし、当社は一切の
青任を負わないものとします。 

6.  広告主は、本プログラムを通じて知りうる機密情報及び当社の一般に公開していない情報
(当社のサービスに関する情報・仕組み・ノウハウ・プログラムソース等を含みますが、
これらに限られません。)を第三者へ開示・漏洩若しくは広告主自らのために利用しては
ならないものとします。 

7.  広告主は、当社から要求があった場台、直ちにすべての機密情報及び個人情報を当社に返
却、又は情報漏洩に十分に配慮した方法で廃棄します。なお、当社のサービスが終了した
場合も同様とします。 

8. 「機密情報」とは、本プログラムに関連し、広告主と当社が、相手方に関し知り得た一切
の情報(相手方の関係会社と顧客の情報、当社のサービスの内容ならびに当社が提供及び
利用者が利用する事実を全て含みますが、これらに限られません。)をいいます。但し、
以下の①乃至⑤に該当する情報を除きます。 
1 相手方から知り得た時点で公知である情報 
2 相手方から知り得た後、自己の責によらず公知となった情報 



 

3 第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 
4 相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報 
5 法令等の定め、又は裁判所·政府機閣等の命令により、その開示が義務づけられた情

報 
9.　「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報を構成する氏名、住所、電話番

号、メールアドレス、所属企業名その他の記述等により当該個人を識別できるものをいい
ます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することが
でき、結果的に個人を識別できるものも個人情報に含まれます。 

 
第15条 （準拠法） 
本規約は日本法に準拠するものとします。 
 
第16条 （管轄） 
広告主と当社との間の一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の
専属的合意管轄裁判所とします。 
 
第17条 （変更） 
１　当社は以下の場合に、当社の裁量により、利用規約を変更することができます。 
（１）利用規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。 
（２）利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相
当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 
２　当社は前項による利用規約の変更にあたり、変更後の利用規約の効力発生日の１か月前ま
でに、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイ
トに掲示またはユーザーに電子メールで通知します。 
３　変更後の利用規約の効力発生日以降にユーザーが本サービスを利用したときは、ユーザー
は、利用規約の変更に同意したものとみなします。 
 
 
 
 

附則：　2020年1月1日作成/2020年1月1日適用 
　　　 

 
   



 

 
別紙 

表明保証事項 
 
本プログラムを利用する広告主サイト及び本プログラムで利用するバナー等が、以下の各号

のいずれにも該当しないこと。 
 

①　法令等に違反又は違反する恐れがあるものを提供している 
②　虚偽情報を記載表示している 
③　社会秩序を乱す次のような表現又はコンテンツを含む 

i. 暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定美化するもの。 
ii. 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与える恐れがあるもの。 
iii. 性に関する表現で、著しく猥褻性の高いもの。 
iv. その他風紀を乱し又は犯罪を誘発、助長若しくは促進する恐れのあるもの。 

④　他人の名誉の侵害、特定の個人や団体を誹謗中傷（当社の名誉を侵害ないし誹謗中傷
する場合も含む。）している 

⑤　内容に虚偽や不当・誇大表示があり、誤認・錯誤される恐れのあるものを提供してい
る 

⑥　広告の表現とリンク先のサイトの内容が著しく異なるものを提供している 
⑦　リンク先のサイトに不具合が発生したもの又は発生する可能性があるもの、リンク先

のサイトが当社への入稿時と異なる先に変更されているものを提供している 
⑧　投機、射幸心を著しくあおるものを提供している 
⑨　医療、医薬品、化粧品において、効能効果等が厚生省の承認する範囲を逸脱するもの

を提供している 
⑩　非科学的又は迷信に類するもので、ユーザーを誤解させ又は不安を与える恐れのある

ものを提供している 
⑪　著作権等の知的財産権、肖像権等の人格権その他法律上の権利もしくは保護に値する

権利の侵害、または関連する法規に違反している 
⑫　詐欺的なもの、いわゆる不良商法とみなされるものを提供している 
⑬　特定の宗教、政治、アダルト的なものを提供している 
⑭　事件や事故に関連するもの。紛争性のあるものを提供している 
⑮　その他当社の品位を損なうと判断されるものを提供している 
⑯　以上のほか、当社が不適当だと判断するものを提供している 

以　上 


